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令和７年４月

桑ノ木台湿原（自然観察教育林）



由利森林管理署では由利本荘市、にかほ市の２市に存在する国有林約23千haの管理経営を行っ
ています。

国有林内には、国定公園に指定されている鳥海山をはじめ 丁岳、鬼倉山、八塩山などの山々を擁
しており、これらの山を源流とする笹子川、芋川、白雪川、奈曽川は下流流域の農業用水や由利本
荘市、にかほ市の生活用水として使用されるなど、安全で快適な国民生活を保持するため、国土の
保全や水資源のかん養等の森林のもつ様々な機能の向上を図ることができるように管理しています。

鳥海山北西山麓一帯は「鳥海自然休養林」に指定され、「鳥海山生物群落保護林」、「異形のブナ
巨木：あがりこ大王」などがあり、また、国指定の天然記念物「鳥海山獅子ヶ鼻湿原植物群落及び新
山溶岩流末端崖と湧水群」や「桑ノ木台湿原植生自然観察教育林」などには多くの人々が訪れてい
ます。

また、海岸林である水林国有林においては、昭和５８年に松くい虫被害が発見されて以降、その防
除・再生に民有林・国有林が一体となって取組んでいます。

さらに、本荘由利総合運動公園の周囲を囲む約３２haの森林について、「水林風景林」に指定され、
レクリエーションの森として、林内散策等で市民の憩いの場として活用されてます。

このように、「国民の森林」として適切な管理経営を推進しています。

子吉川流域国有林へようこそ

由利森林管理署管内図



水土保全モデル（複層林施業）

森づくりの考え方

土砂の流出・崩壊、その他山地災害による人命・人家等施設の被害の防備など災害に強い国土の形成に係

る機能を重点的に発揮すべき森林であり、保全対象と当該森林の位置的関係、地形や地質、森林現況等を踏

まえた適切な管理経営を行うこととします。なお、山地災害防止タイプは、土砂流出・崩壊防備エリアと気象害防

備エリアの２つに分けて取り扱います。

山 地 災 害 防 止 タ イ プ

<土砂流出・崩壊防備エリア > < 気 象 害 防 備 エ リ ア >

鳥 海 山 麓 奈 曽 川 渓 谷 田尻海岸林（飛砂防備保安林）

自 然 維 持 タ イ プ

自然の推移に委ねることを原則として、保護を図るべき森林生態系を構成する野

生動植物等の特性に応じ、保全すべき自然環境の維持・形成に必要な管理経営を

行います。

鳥海山麓獅子ヶ鼻湿原

森 林 空 間 利 用 タ イ プ

多種な樹種からなり、かつ、林木が適度な間隔で配置されている森林、湖沼、渓

谷等一体となって優れた自然美を構成する森林等であって、必要に応じて保健・文

化・教育的活動に適した施設が整備されています。

鳥海自然休養林・桑ノ木台湿原

快適環境形成タイプ

騒音や粉塵等の緩和及び風害や霧害等の気象災害防止等、地域の快適な生活環境を保全する観点から、汚染物

質の吸着能力が高く、かつ、抵抗性があり、葉量の多い樹種によって構成される森林に誘導し又はこれを維持するた

めに必要な管理経営を行います。

水 源 涵 養 タ イ プ

良質で豊かな水の安定供給を確保する観点から、浸透・保水能力の高い森林土壌

を有し、根系や下層植生の発達が良好な森林に誘導し又はこれを維持するために必

要な管理経営を行います。

国有林はその果たす役割に応じて「山地災害防止タイプ」、「自然維持タイプ」、「森林空間利用タ

イプ」、「快適環境形成タイプ」、「水源涵養タイプ」の５つに分けられています。

※当署該当なし



水源かん養

 80.5%

保健 13.2%

土砂流出防備
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干害防備 
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飛砂防備 

1.5%
なだれ防止 

0.03%

土砂崩壊防備

0.07%

保安林延べ面積

面積26,194.89ha

森林の役割をもっと活かすために

★保安林の整備

保安林には水源かん養保安林、土砂流出防備保
安林など１ ７ 種類があり、森林の果たす役割に
よって保安林に指定され、適切に維持管理がされ
ています。管内国有林の９ ６ ％ が保安林です。

保安林の機能向上を図る植栽（飛砂防備保安林）

保安林の種類及び面積

（令和６年４月１日現在）

★レクリエーションの森の整備

野外活動、自然観察に適した森林を「レクリ
エーションの森」に設定し、広くみなさんに利用し
ていただけるようにしています。

「鳥海自然休養林（中島台地区）」で環境教育

原生的な森林生態系からなる自然環境の維持等のた
め、特に重要な国有林を「保護林」に設定しています。

★保護林の指定

★治山事業の推進

大雨による土砂崩れなどの山地災害を防止したり、荒廃した森林の復旧を図るため、計画的に治山事業を行い、
国土の保全等に努めています

施工前

森林の持つ役割をもっと活かし、私たちの暮らしをもっと豊かにするために多くの取組みを進め

ています。そのいくつかを紹介します。

( 注） この面積は、指定延べ面積であり、
実面積は21, 951. 68haです。

獅子ヶ鼻湿原希少個体群保護林

施行後（白雪川地区治山工事）



開かれた国有林のために

計 画 の 策 定

森林の管理に関する計画は全国森林計画をはじめ、数多くあります。その中で国有林に関係し、かつみなさんの

生活に深く関わっているのが「地域管理経営計画」と「国有林野施業実施計画」です。これらを策定する前にみなさ

んからの意見を聞き、よりよい計画になるよう努めています。

計画策定の流れ
地域管理経営計画
国有林野施業実施計画

公告 縦覧 意見書
の提出

市町村
長等の
意見

公表

住民懇談会

地域の皆様か
らの意見を計
画に反映させ
ることを目的と
して開催します。

森林管理署の
ホームページ
等で原案を縦
覧することをお
知らせします

期間は３０日間
です。森林管
理署や森林管
理局等で縦覧
できます。

ご意見があれ
ば、森林管理
局長あてに提
出してください。

関係都道府県
知事、市町村
長及び有識者
の方々にご意
見をうかがいま
す。

原案を適宜修
正して計画を
決定します。

分 収 造 林

分収造林とは、国有林において企業･団体や一般の方々に木を植えていただき、伐採時にその収益を国と分け合うこ

とを目的に契約により行います。

遊 々 の 森

国有林野で体験活動等を実施するため、学校等が森林管理署と協定

を締結します。子どもたちが自らの行動により学習したり、体験活動を行

う場となっています。

「遊々の森（未来へつなぐ森）」で
つる切り作業を体験

もっと開かれた、もっと親しみのある国有林を創ることが、私たちの一番大切な仕事の一つです。

そのため私たちが行っている取組みのいくつかを紹介します。

地 域 貢 献 の 森

国民の皆様の「自ら森林づくりをやってみたい」という要望に応えるため、森林管理署等と実施主体との協定締結によ

り、多様な森林整備や保全活動に対して自然豊かな国有林のフィールドを提供します。



広葉樹の有利販売を目的とした採材現地検討会

流域を単位に民有林行政と
連携した取組を進めています

流 域 管 理 の 推 進

地域における適切な森林整備や林業・林産業の活性化を図るためには、流域を単位として、民有林と国有林が協調

しながら、事業を進めることが重要です。

このため、民有林行政を担当する県や市町村と連携して、流域の課題やニーズの的確な把握、森林計画等の策定

のための意見調整などを進めています。

森林の現況 （単位：ha）

注：子吉川国有林の地域別の森林計画書による。

流域森林・林業活性化協議会の取組

民有林、国有林が連携して流域の森林整備等を進めるために、関係者で「子吉川流域林業活性化協議会」を設け

ています。この協議会には森林管理署のほか、秋田県由利地域振興局、流域内の市をはじめ、多くの関係者が参画

して取組を進めています。

当署では、子吉川流域森林・林業活性化アクティブプランⅥ( 計画期間Ｒ３～Ｒ12)に基づく、森林資源の循環利用

サイクルの確立と新たな森林管理の推進のため、流域内林業経営体の育成や森林資源をフル活用した地域材の需

要促進に向けて、積極的に取組んでいます。

流 域 管 理 シ ス テ ム の 推 進 に向 け て 行 う 取 組

公益重視の管理経営を一層推進するため、民有林と連携した森林の整備・保全の取組がより重要となっています。

当署では、県、市町村、森林組合、林業事業体等と密接な連携を図り、地域の森林・林業の再生に貢献していくため、

森林共同施業団地の設定を通じた民有林の経営に対する支援等について積極的に取り組んでいくこととしています。

具体的には、「地元材の需要拡大の推進と安定供給」「低コスト作業システムの推進」「森林病虫害対策の推進」な

どのほか、体験活動の場として「遊々の森」の活用、ボランティア活動による海岸林の再生等に取組んでいます。

地元ボランティア団体による海岸林再生の取組

市 名
区域面積

①
森林面積

②
森林率（％）

②÷①
うち国有林

③
うち官行造林 国有林率（％）

③÷②

由利本荘市 120,959 90,348 20,069 665 22% 75%

にかほ市 24,113 15,046 3,638 163 24% 62%

計 145,072 105,394 23,707 828 22% 73%



明治１９年 ６月 秋田大林区署本荘派出所設置、由利一円を管轄

明治４２年１０月 本荘小林区署と保護区の設置

大正 ９年 ７月 秋田公有林野官行造林署設置に伴い、その管轄に属する。

大正１１年１１月 横手公有林野官行造林署の管轄となる。

大正１３年１２月 官制等の改革に伴い、本荘営林署と改称し発足、保護区は担当区となる。

昭和１４年 ７月 矢島営林署の新設

昭和４０年１１月 庁舎を本荘市出戸町水林国有林に新築

昭和６２年１２月 庁舎を本荘市出戸町水林国有林地内に移転新築

平成 ４年 ４月 担当区事務所から森林事務所へ改組、担当区主任から森林官へ名称変更

平成１０年 ３月 矢島営林署を本荘営林署に統合改組、矢島森林管理センターを設置

平成１１年 ３月 本荘営林署を由利森林管理署に名称変更

平成１３年 ８月 矢島森林管理センターを廃止

平成２５年 ４月 国有林野事業の一般会計化

組 織 図

管内の国有林は、機能類型を５ つのタイプに分け、それぞれの森林に期待される機能に応じた管理経営を行っ
ています。

注：第６次地域管理経営計画書・国有林野施業実施計画書による。四捨五入により計が一致しない場合がある。

当 署 の 沿 革

署 長 次 長 総務グループ

業務グループ

治山グループ

森林技術指導官

森林情報管理官

本荘森林事務所

矢島森林事務所

笹子森林事務所

管内の国有林

機能類型別森林面積（ha） 人工林 天然林 無立木地 林地外 計
蓄積(千㎥)

人工林 天然林 計
山地災害防止タイプ 928 3,767 0 302 4,997 247 421 668 

土砂流出崩壊防備 689 3,748 0 256 4,693 197 420 617 
気象害防備 240 18 0 46 304 50 1 51 

自然維持タイプ 0 2,403 0 493 2,896 0 134 134 
森林空間形成タイプ 667 2,896 0 158 3,721 169 343 512 
快適環境形成タイプ 0 0 0 0 0 0 0 0 
水源涵養タイプ 5,933 4,890 97 386 11,306 1,723 645 2,368 

計 7,529 13,955 97 1,339 22,920 2,139 1,543 3,682 

署の庶務や経理、福利厚生、国有林の管理等の業
務を行っています。

公益的機能を重視した森林の整備、治山・林業の普
及啓発等の業務を行っています。

由利本荘市の一部（ 旧本荘市､旧岩城町､旧大内
町､旧西目町､旧東由利町）と、にかほ市の一部（旧
象潟町、旧仁賀保町）の国有林を担当しています｡

由利本荘市の一部（旧矢島町、旧鳥海町直根流域）
の国有林を担当しています｡

由利本荘市の一部（旧鳥海町笹子流域）の国有林
を担当しています｡



一定の年齢になった森林の中から計画的に収穫し、収穫した後は適切かつ確実に更新していきます。一斉に伐
採する場合には、１箇所当たりの面積を極力小さくするとともに、伐区を分散させたり、モザイク状に伐区を設定す
るなどの配慮を行います。

主な造林事業予定

生産事業予定 単位：㎥

適切な森林の保全管理等を効果的に行うため、路網を整備します。
なお、工事の施工に当たっては、木材の活用や景観への配慮に努めます。

林道新設・改良・災害復旧工事予定

山地災害の早期復旧と予防対策を進めます。

治山工事の実施予定

令 和 ７ 年 度 の 管 理 経 営 の 概 要

森 林 整 備 と 木 材 の 安 定 供 給

区 分 林 道 名 数 量 備 考

林道改良 東山田 75ｍ2

災害復旧 手代 64ｍ

災害復旧 木境 10ｍ

災害復旧 上杉沢 10ｍ

区 分 主 伐 間 伐 合 計

事業予定量 9,456 20,544 30,000

作 業 種 地 拵 植 付 下 刈 除 伐 歩道刈払 

事業予定量 35.68 ha 38.77 ha 133.06 ha 5.73 ha 17.39 km

区 分 工 種 場 所 数 量 備 考

復旧治山 コンクリート谷止工 湯ノ沢 91.5㎥ （副堤・側壁）

防災林造成 スノーネット工 鷹巣 148m

防災林造成 海岸基礎工 水林海岸 174個 （コンクリートブロック）

施設災害復旧 山腹工 石禿沢 0.2ha

路 網 の 整 備

治 山 事 業



管 内 ビ ュ ー ポ イ ン ト

鳥海自然休養林には、「祓川地区」、「中島台地区」があり、ブナを主体に構成されています。林内には遊歩道や
広場が整備されています。

<祓川地区>ブナ林 <祓川地区> 善神沼

<祓川地区>竜ヶ原湿原 <中島台地区>ブナ林と遊歩道

<中島台地区>あがりこ大王

「あがりこ大王」は、幹周り７．６ｍ、推定樹齢約３ ０ ０ 年のブナの巨木は、異形ブナとしては日本一です。
「森の巨人たち１００選」に選ばれています。

<中島台地区>あがりこ女王

★レクリエーションの森
（鳥海自然休養林）



鳥海山と桑ノ木台湿原 エゾオヤマリンドウ

ミズチドリ サワギキョウ

○法体の滝（由利本荘市：百宅）
霊峰鳥海山の水を集めて下りながら、山頂に面して落ちる珍しい滝です。
一の滝、二の滝、三の滝からなる流長１ ０ ０ ｍ 、落差５ ７ ． ４ ｍ の末広がりの荘厳な姿が特徴です。
「日本の滝１００選」にも選ばれています。

新緑の法体の滝 紅葉の法体の滝

（桑ノ木台湿原植生自然観察休養林）

★ 国 有 林 内 の 名 勝 地



○ 法内の八本杉（ 由利本荘市： 東由利）
樹高４ ２ ｍ 、根元周囲１ １ ． ６ ｍ 、推

定樹齢５ ０ ０ 年以上の威厳あふれる杉の
巨木です。県の天然記念物に指定されて
おり、「森の巨人たち１０ ０選」にも選ばれ
ています。

○鳥海山
秋田、山形県境にそびえる霊峰です。
東北第２ の高峰で、独立峰でもあるため、山頂からの３ ６ ０ 

度のパノラマは絶景です。天気が良ければ秋田、山形県内を
一望することができます。
※標高2,236m

○菖蒲公園（由利本荘市： 水林）
花菖蒲が見所の公園。

旧本荘市の花であった花菖蒲は、地元の人々にとっ
て馴染み深い花です。

公園内は４月は桜、６月は花菖蒲、７月はアジサイ
と季節の花々が咲き誇ります

法内の八本杉

○獅子ヶ鼻湿原（にかほ市：象潟）
※特別天然記念物

「鳥海マリモ」（ミズゴケの群落）

「出つぼ」（伏流水の吹き出し口）
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